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示

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
五
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、

同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一

年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
三
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
五
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定

し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号
及
び
介
護
保
険
法
施
行

規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
四
十
条
の
二
十

三
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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告

示
（
交
）

◉
交
通
局
告
示
第
七
号

昭
和
四
十
年
交
通
局
告
示
第
十
四
号
（
東
京
都
交
通
事
業
の
料
金

徴
収
事
務
の
委
任
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
三
年
十

一
月
九
日
か
ら
実
施
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
八
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

表
京
王
電
鉄
株
式
会
社
の
項
中

「
共
通
一
日
乗
車
券
、
東
京

フ
リ
ー
き
っ
ぷ
及
び
Ｇ
ｒ

ｅ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ

Ｔ
ｏ
ｋ
ｙ

ｏ

Ｐ
ａ
ｓ
ｓ
の
運
賃
及

び
払
戻
し
手
数
料

」
を

「
共
通
一
日
乗
車
券
、
東
京

フ
リ
ー
き
っ
ぷ
及
び
Ｇ
ｒ

ｅ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ

Ｔ
ｏ
ｋ
ｙ

ｏ

Ｐ
ａ
ｓ
ｓ
の
運
賃
及

び
払
戻
し
手
数
料

青
梅
周
遊
パ
ス
及
び
青
梅

周
遊
パ
ス
プ
ラ
ス
の
運
賃
」

に
改
め
る
。

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の



（第17454号）東 京 都 公 報令和3年11月8日（月曜日）９
と
お
り
意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

（
仮
称
）
ニ
ト
リ
目
黒
店

二

店
舗
所
在
地

目
黒
区
下
目
黒
六
丁
目
九
百
九
十
二
番
三
ほ

か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ニ
ト
リ

四

意
見
書

ア

提
出
者
及
び

住
所

個
人

目
黒
区
在
住

イ

概
要

（
仮
称
）
ニ
ト
リ
目
黒
店
に
つ
い
て
は
、
以

下
の
点
の
対
応
・
検
討
が
不
十
分
で
あ
り
、

近
隣
住
民
及
び
周
辺
環
境
へ
重
大
な
影
響
を

及
ぼ
す
可
能
性
が
高
い
た
め
、
改
善
を
求
め

る
。

ア

店
舗
南
側
住
宅
街
に
あ
る
生
活
道
路
へ

の
来
退
店
車
両
の
侵
入
か
ら
、
生
活
道

路
上
の
車
の
滞
留
、
交
通
事
故
が
心
配

さ
れ
る
。
生
活
道
路
を
抜
け
道
と
し
て

利
用
し
な
い
よ
う
な
来
退
店
車
両
の
誘

導
対
策
を
と
る
こ
と
。

イ

他
の
ニ
ト
リ
店
舗
と
比
較
し
て
駐
車
台

数
が
不
足
し
て
い
る
と
考
え
る
。
満
車

に
よ
る
待
機
車
両
が
店
舗
南
側
住
宅
街

に
あ
る
生
活
道
路
に
侵
入
し
、
車
の
滞

留
、
交
通
事
故
が
心
配
さ
れ
る
。
駐
車

台
数
の
増
と
渋
滞
・
違
法
駐
車
対
策
を

と
る
こ
と
。

ウ

駐
車
場
の
排
気
ガ
ス
を
遮
断
す
る
た
め
、

車
の
前
向
き
駐
車
の
徹
底
な
ど
排
気
ガ

ス
対
策
を
と
る
こ
と
。

エ

店
舗
南
側
区
道
沿
い
の
歩
道
上
空
地
に

つ
い
て
は
、
定
期
的
な
清
掃
を
行
う
な

ど
、
周
辺
環
境
維
持
対
策
を
と
る
こ
と
。

ウ

収
受
日

令
和
三
年
十
月
二
十
一
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興

課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
一
月
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
八

日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す

る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）

に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま

で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を

除
く
。
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